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厚 生 委 員 会 資 料

令和５年９月２１日

衛 生 検 査 課

秋田市手数料条例新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条～第９条 （略） 第１条～第９条 （略）

別表第１および別表第２ （略） 別表第１および別表第２ （略）

別表第３ 衛生関係手数料（第２条関係） 別表第３ 衛生関係手数料（第２条関係）

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

(1)～(38) （略） (1)～(38) （略）

(39) 旅館業法第３条 旅館業の許 7,400円 (39) 旅館業法第３条 旅館業の許 7,400円

の２第１項、第３条 可を受けた の２第１項又は第３ 可を受けた

の３第１項又は第３ 地位の承継 条の３第１項の規定 地位の承継

条の４第１項の規定 の承認申請 に基づく旅館業の許 の承認申請

に基づく旅館業の許 手数料 可を受けた地位の承 手数料

可を受けた地位の承 継の承認申請に対す

継の承認申請に対す る審査

る審査

(40)～(102) （略） (40)～(102) （略）

以下 （略） 以下 （略）
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厚 生 委 員 会 資 料

令和５年９月２１日

衛 生 検 査 課

秋田市旅館業法施行条例新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条および第２条 （略） 第１条および第２条 （略）

（社会教育施設等） （社会教育施設等）

第３条 法第３条第３項第３号（法第３条の２第２ 第３条 法第３条第３項第３号（法第３条の２第２項

項、第３条の３第２項および第３条の４第３項にお および第３条の３第３項において準用する場合を含

いて準用する場合を含む。）に規定する条例で定め む。）に規定する条例で定める施設は、次に掲げる

る施設は、次に掲げる施設とする。 施設とする。

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）

２ （略） ２ （略）

（許可について意見を求める者） （許可について意見を求める者）

第４条 法第３条第４項（法第３条の２第２項、第３ 第４条 法第３条第４項（法第３条の２第２項および

条の３第２項および第３条の４第３項において準用 第３条の３第３項において準用する場合を含む。）

する場合を含む。）に規定する条例で定める者は、 に規定する条例で定める者は、次に掲げる者とす

次に掲げる者とする。 る。

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）

第５条 （略） 第５条 （略）

（宿泊を拒むことができる事由） （宿泊を拒むことができる事由）

第６条 法第５条第１項第４号に規定する条例で定め 第６条 法第５条第３号に規定する条例で定める事由

る事由は、次に掲げる事由とする。 は、次に掲げる事由とする。

(1)および(2) （略） (1)および(2) （略）

第７条 （略） 第７条 （略）
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厚 生 委 員 会 資 料
令和５年９月２１日
健 康 管 理 課

秋田市感染症予防計画の策定について

１ 策定の趣旨
新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえ、改正感染症

法が令和４年１２月に公布され、国が策定する基本指針に基づき、県が策定
する既存の予防計画を拡充させるほか、保健所設置市においても新たに計画
を定め、平時から感染症対策を総合的かつ計画的に推進する。

２ 計画期間と評価
(1) 根拠法令 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(2) 計画期間 令和６年度～令和１１年度（６年間）
(3) 評 価 連携協議会(県)へ取組状況を毎年報告し、ＰＤＣＡサイクル

に基づく改善を図り、実施状況を検証する。

３ 計画の性格と位置づけ

４ 計画の概要（案）
(1) 総論
・計画の概要と基本的な方向
・基本となる感染症対策

(2) 新興感染症対策
・新型コロナウイルス感染症における対応と課題
・新興感染症に備えるための体制の確保

５ 策定スケジュール（予定）
時期 実施項目 内容

５年 ９月 第２回連携協議会 計画骨子の協議
１１月 第３回連携協議会 計画素案の協議
１２月 パブリックコメント 意見募集

市議会（厚生委員会） 計画素案の説明
６年 ３月 市議会（厚生委員会） 計画成案の説明

計画策定 公表

区分
新型インフルエンザ等

特別措置法
感染症法 地域保健法

政府行動計画 感染症法基本指針 地域保健基本指針

予防計画策定
ガイドライン

地域保健危機管理
ガイドライン

健康危機対処計画
（感染症）策定ガイドライン

秋田県新型インフルエンザ等
対策行動計画

秋田市新型インフルエンザ等
対策行動計画

秋田市新型インフルエンザ等
対策マニュアル

保健所設置市
（秋田市）

【新規】
秋田市感染症予防計画

※連携協議会・
県の計画を踏まえ作成

健康危機対処計画の策定
※既存の指針等の改定で可

【既存】秋田市保健所健康危機
管理基本指針

国

都道府県
（秋田県）

既存の予防計画（Ｈ19策定）
の見直し

連携・調整

【連携協議会】
※改正感染症法により

都道府県が設置

整合整合

国の考え方を

踏まえ作成

フォロー

アップ等
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